
【別紙】 

※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。 
保険金 

の種類 
保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合 
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保険期間中の事故によるケガ※のため、入院※された場

合（以下、この状態を「傷害入院」といいます。）であっ

て、傷害入院が免責期間※（14 日）を超えて継続したと

き。 

 

傷害入院保険金日額×傷害入院の日数 

（注１）傷害入院の日数には以下の日数を含みません。 

・事故の発生の日からその日を含めて免責期間※（14日）

が満了するまでの間の傷害入院の日数 

・免責期間が満了した日の翌日から起算して支払対象期 

間※（180日）が満了した日の翌日以降の傷害入院の 

日数 

・１事故に基づく傷害入院について、傷害入院保険金を 

支払うべき日数の合計が支払限度日数※（180日）に 

到達した日の翌日以降の傷害入院の日数 

（注２）傷害入院保険金をお支払いする期間中にさらに

傷害入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当す

るケガ※を被った場合は、傷害入院保険金を重ねてはお

支払いしません。 

●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方

の故意または重大な過失によるケガ※ 

●闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ 

●自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬

等を使用しての運転中のケガ 

●脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ 

●妊娠、出産、早産または流産によるケガ 

●引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外

の外科的手術その他の医療処置によるケガ 

●戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ（テロ行為によ

るケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特

約により、保険金の支払対象となります。） 

●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による

ケガ 

●核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ 

●原因がいかなるときでも、頸（けい）部症候群※、腰痛

その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに

足りる医学的他覚所見のないもの※ 

●入浴中の溺水※（ただし、引受保険会社が保険金を支払

うべきケガによって発生した場合には、保険金をお支

払いします。） 

●原因がいかなるときでも、誤嚥（えん）※によって発生

した肺炎 

●別記の「補償対象外となる運動等」を行っている間のケ

ガ 

●別記の「補償対象外となる職業」に従事中のケガ 

●乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ 

など 

（注）細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対

象にはなりません。 
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保険期間中の事故によるケガ※の治療※のため、傷害入

院保険金の免責期間※（14 日）および傷害入院保険金の

支払対象期間※（180日）中に手術※を受けられた場合 

 

１回の手術※について、次の額をお支払いします。 

①入院※中に受けた手術の場合 

傷害入院保険金日額×１０ 

②①以外の手術の場合 

傷害入院保険金日額×５ 

（注）次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりと 

なります。 

①同一の日に複数回の手術を受けた場合 

傷害手術保険金の額の高いいずれか１つの手術につい 

てのみ保険金をお支払いします。 

②１回の手術を２日以上にわたって受けた場合 

その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとし 

ます。 

③医科診療報酬点数表に手術料が１日につき算定される 

ものとして定められている手術に該当する場合 

その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとし 

ます。 

④医科診療報酬点数表において、一連の治療※過程で複 

数回実施しても手術料が１回のみ算定されるものとし 

て定められている区分番号に該当する手術について、 

被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受 

けた場合 

その手術に対して傷害手術保険金が支払われることと 

なった直前の手術を受けた日からその日を含めて１４ 

日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いし 

ません。 
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①保険期間中の次のア．またはイ．の偶然な事故により、 

他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊した 

りして、法律上の損害賠償責任を負われた場合 

②日本国内において保険期間中の次のア．またはイ．の偶 

然な事故により、誤って線路へ立入ってしまったこと 

等が原因で電車等（＊１）を運行不能（＊２）にさせ、 

法律上の損害賠償責任を負われた場合 

ア．本人の居住の用に供される住宅（＊３）の所有、使 

用または管理に起因する偶然な事故 

イ．被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 

（＊１）電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する

陸上の乗用具をいいます。 

（＊２）正常な運行ができなくなることをいいます。ただ 

し、運行することにつき、物理的な危険を伴うものをい 

います。 

（＊３）敷地内の動産および不動産を含みます。 

（注）被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族お

よび別居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責

任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督

義務者に代わって責任無能力者を監督する方（責任無能

力者の６親等内の血族、配偶者および３親等内の姻族に

限ります。）を被保険者とします。「同居の親族」とは、本

人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の

６親等内の血族および３親等内の姻族をいいます。「別居

の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人

またはその配偶者の未婚の子をいいます。 

被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の

損害賠償責任の額＋判決により支払を命ぜられた訴訟

費用または判決日までの遅延損害金－被保険者が損害

賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより

代位取得するものがある場合は、その価額－免責金額※

（5万円） 

（注１）１回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度

となります。 

（注２）損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引

受保険会社の承認を必要とします。 

（注３）上記算式により計算した額とは別に、損害の発生

または拡大を防止するために必要または有益であった

費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 

（注４）日本国内において発生した事故については、被保

険者のお申出により、示談交渉をお引受します。ただ

し、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が

負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保

険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険

者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が

日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行

うことができませんのでご注意ください。 

（注５）補償内容が同様の保険契約（異なる保険種類の特 

約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。）が他に 

ある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内 

容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいた 

うえでご加入ください。 

 

 

 



＜用語の定期＞ 

●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。 

「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。 

「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかない

こと」を意味します。 

「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でな

いこと」を意味します。 

「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発

生する中毒症状（＊１）を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 

①細菌性食中毒 

②ウイルス性食中毒 

（＊１）継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。 

●「免責期間」とは、支払いの対象とならない期間をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数をい

います。 

●「支払限度日数」とは、支払対象期間内において、支払いの限度となる日数をいい、それぞれについて、加入者証等

記載の期間または日数とします。 

●「支払対象期間」とは、支払いの対象となる期間をいい、それぞれについて、加入者証等記載の期間または日数をい

います。なお、入院※が中断している期間がある場合には、その期間を含む継続した期間をいいます。 

●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。 

●「病気」とは、被保険者が被ったケガ以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気によって被ったケガにつ

いては、病気として取り扱います。 

●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。 

●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。 

●「誤嚥（えん）」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。 

●「乗用具」とは、自動車等、モーターボート（水上オートバイを含みます。）、ゴーカート、スノーモービル、その他

これらに類するものをいいます。 

●「治療」とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 

●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。 

●「入院」とは、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念する

ことをいいます。 

＜補償対象外となる運動等＞ 

山岳登はん（＊１）、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機（＊２）操縦（＊３）、スカイダイビング、ハング 

グライダー搭乗、超軽量動力機（＊４）搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動 

（＊１）ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング（フリークライミ

ングを含み、登る壁の高さが５ｍ以下であるボルダリングは含みません。）をいいます。 

（＊２）グライダーおよび飛行船は含みません。 

（＊３）職務として操縦する場合は含みません。 

（＊４）モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート

型超軽量動力機は含みません。 

＜補償対象外となる職業＞ 

オートテスター（テストライダー）、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手（競輪選手）、モーターボ 

ート（水上オートバイを含みます。）競争選手、猛獣取扱者（動物園の飼育係を含みます。）、プロボクサー、プロレス 

ラー、ローラーゲーム選手（レフリーを含みます。）、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 

 

以上 


